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表紙



１ 業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）の整備についての
取締役会の決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要

１．業務の適正を確保するための体制等の概要
(１) 当社の監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項

 

① 当社の監査委員会の職務
を補助すべき取締役及び
使用人に関する事項

１）監査委員会は、必要に応じ、常勤の監査委員を選定する。
 

２）取締役会は、必要に応じ、監査委員会の職務を補助する取締役として、執行役を兼務しない取締役を置
く。

３）監査委員会の職務を補助するため、取締役会事務局に監査委員会担当者を置く。
 

４）監査委員会は、監査を行うために必要があるときは、執行役が所管する内部監査部門に対し、監査委員会
の職務の執行を補助させることができる。

 

② 上記①の取締役及び使用
人の執行役からの独立性
並びに当社の監査委員会
の当該取締役及び使用人
に対する指示の実効性の
確保に関する事項

 

１）取締役会事務局の監査委員会担当者は、他の業務執行部門の職位を兼任しない。監査委員会担当者の任免
及び懲戒は、監査委員会又は監査委員会が選定した監査委員（以下「選定監査委員」という。）の同意を
得て、執行役が行う。
また、監査委員会担当者の人事評価及び査定は、監査委員会又は選定監査委員の意見を聴取のうえ、執行
役が行う。

 

２）内部監査部門長の任免及び懲戒並びに人事評価及び査定は、執行役が行うが、あらかじめ、その理由を監
査委員会又は選定監査委員に説明しなければならない。

３）監査委員会の職務を補助する者が補助を行うに当たっては、執行役の指揮命令を受けない。
 

③ 当社の監査委員会への報
告に関する体制及び報告
をしたことを理由として
不利な取扱いを受けない
ことを確保するための体
制

 

１）執行役は、次に掲げる文書を監査委員会に提出する。
経営会議資料、執行役の決裁書類、中期経営計画及び予算審議資料、月次及び四半期の決算書類、内部監
査部門の業務監査報告書

 

２）当社の内部監査部門は、当社及び子会社（外国の事業体も含む。以下同じ。）における業務運営の監査を
行い、その結果を監査委員会又は選定監査委員に報告する。

 

３）執行役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監査委員に
報告する。

 

４）当社の執行役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から監査委員会への報告は、選定監
査委員への報告をもって行う。

 

５）当社は、当社及び子会社の業務に従事する者が、当社及び子会社の業務における法令等に対する違反行為
又は不適切な行為に係る事実（以下「違法行為等」という。）を発見したときに、当社の通報窓口に報告
することができる制度（以下「コンプライアンス・ホットライン」という。）を整備する。通報窓口の責
任者は、違法行為等の報告を受けたときは、速やかに、選定監査委員に報告するものとする。また、監査
委員会に対し、直接、発見した違法行為等を報告することができる制度を整備する。当社は、これらの制
度に基づき違法行為等の報告をした者が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう徹底
する。

 

④ 当社の監査委員の職務の
執行について生ずる費用
の前払又は償還の手続そ
の他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債
務の処理に係る方針に関
する事項

監査委員の職務の執行について生ずる費用の支払いその他の事務は取締役会事務局が担当し、監査委員の
職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかにその費用又は債務を処理する。

 

⑤ その他当社の監査委員会
の監査が実効的に行われ
ることを確保するための
体制

 

１）選定監査委員は、内部監査部門長が翌事業年度に係る監査計画を策定する場合、当該監査計画の内容につ
いて意見を述べることができる。内部監査部門長は、策定した監査計画を監査委員会に報告しなければな
らない。

 

２）監査委員会又は選定監査委員は、会計監査人、執行役、内部監査部門長及び業務執行部門の責任者と意見
交換を行う。

1

業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）の整備についての取締役会の決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要



(２) 当社の執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 

１）当社は、当社及び子会社の業務の運営において、法令及び定款の遵守並びに社会倫理の尊重を図るため、
行動の指針を定め、周知する。

 

２）当社の執行役は、経営会議を組織して、当社、又は当社及び子会社から成る企業集団（以下「日立金属グ
ループ」という。）に影響を及ぼす当社又は子会社の重要な経営事項について審議し、又は報告を受ける。 

３）当社は、コンプライアンス・ホットラインを整備する。コンプライアンス・ホットラインの担当部門は、
違法行為等の報告を受けたときは、報告内容に係る事実関係を調査し、必要に応じて、当社の執行役に対
して是正措置の検討を要請するほか、再発防止のために適切な措置をとるものとする。

 

４）日立金属グループにおいては、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした
態度で臨み、一切の関係を遮断することを方針とする。当該方針の実効性を確保するため、担当部門を置
き、反社会的勢力に係る情報の管理、取引の遮断その他の対応に関する制度を整備するとともに、警察等
外部専門機関との緊密な連携に努めるものとする。

 
(３) その他当社の業務と当社並びに当社の親会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

 するための当社における体制の整備
 

① 当社の執行役の職務の執
行に係る情報の保存及び
管理に関する体制

 

１）経営会議資料、決裁書類その他の執行役の職務の執行に係る文書は、文書の保存及び管理に係る社内規則
に基づき、各業務執行部門において保存及び管理する。

 

２）選定監査委員は、各業務執行部門において保存及び管理する執行役の職務の執行に係る文書を閲覧、謄写
又は複写することができる。

 

② 当社及び子会社の損失の
危険の管理に関する規程
その他の体制

 

１）当社は、日立金属グループにおけるコンプライアンス及びリスク管理の最高責任者として日立金属グルー
プリスクマネジメント責任者を置く。

 

２）当社の執行役は、コンプライアンス、反社会的勢力、投資、財務、調達、環境、災害、品質、情報管理、
輸出管理、法務等に係る損失の危険について、各業務執行部門を指揮し、必要に応じて社内規則、ガイド
ライン等を制定し、マニュアルの作成及び配付、教育並びに業務監査を行い、当社の損失の危険を回避も
しくは予防し、又は管理する。当社は、これらの規則等を子会社に提供し、その規模等に応じて当社に準
じた規則等の整備を行わせる。

 

３）当社の執行役は、当社及び子会社において現実化した損失の危険の報告を受け、迅速に対応するための組
織を置く。

 

４）当社の執行役は、当社及び子会社において新たに生じた損失の危険に対応するため、必要な場合は、関係
業務執行部門に示達するとともに、速やかに対応責任者を定める。

 

５）当社の執行役は、当社及び子会社において損失の危険が現実化した場合には、速やかに監査委員会に報告
する。

 

③ 当社の執行役及び子会社
の取締役の職務の執行が
効率的に行われることを
確保するための体制

（２）２）に加え、以下に掲げる体制を整備する。
１）当社は、日立金属グループの連結企業価値の最大化を目的として、連結経営の基本方針を定める。

 

２）当社の取締役会は、当社の業務を戦略的かつ計画的に運営することで市場競争力を強化し、企業価値を高
めるため、中期経営計画及び予算を決定し、業績を管理する。執行役は、当該管理の実効性を確保するた
め、予算及び業績の管理制度を整備する。当社は、連結中期経営計画及び連結予算を策定するに当たり、
子会社と相互に情報を共有し、各会社のみならず日立金属グループ全体で最適な戦略の構築を図るととも
に、連結業績を管理する。

 

３）当社の執行役は、各業務執行部門の責任者の権限及び責任を明確にし、意思決定及び職務の執行に係る手
続を統制するための社内規則を整備する。

 

４）当社は、親会社及び子会社とともに財務報告に反映されるべき事項全般につき文書化された業務プロセス
の着実な実行と検証を行う。

 

５）当社は、子会社の管理を担当する部門を定め、諸施策の周知、情報の収集、子会社の業務運営の支援等を
行う。

 

④ 当社の使用人並びに子会
社の取締役及び使用人の
職務の執行が法令及び定
款に適合することを確保
するための体制

（２）１）、３）及び４）並び（３）②１）に加え、以下に掲げる体制を整備する。
　　当社の執行役は、内部監査部門を置き、当社及び子会社に対する業務運営の監査を行わせる。また、当社

は、親会社の内部監査部門が、当該親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るために、当社及び当社子会社の業務に係る業務運営の監査を行うときには、これに協力する。当社は、
これらの監査の結果を検討して、業務の運営を改善する。
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⑤ 子会社の取締役の職務の
執行に係る事項の当社へ
の報告に関する体制

（２）２）及び（３）③５）に加え、以下に掲げる体制を整備する。
 

１）当社は、必要に応じて子会社に取締役及び監査役を派遣する。当該取締役及び監査役は、当社の執行役又
は選定監査委員の求めがあった場合には、その職務の執行の状況を報告する。

 

⑥ その他当社の業務と当社
並びに当社の親会社及び
子会社から成る企業集団
における業務の適正を確
保するための体制

 

１）当社は、業務の運営及び取引では、親会社からの自律性を保つことを方針とする。親会社と親会社以外の
株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引その他の施策を行うに当たっては、必ず取締
役会に付議のうえ、これを決定する。

２）当社は、親会社及び子会社との取引を市価を基準として公正に行うことを方針とする。
 

３）子会社の業務の適正を確保するため、当社における体制を基本として、子会社に対してその規模等に応じ
た体制の整備を行わせる。

２． 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制等（内部統制システム）の整備についての基本方針に
基づき、次のとおり業務の適正を確保するための体制を運用しております。
　しかしながら、当社及び子会社の一部製品について、顧客に提出する検査成績書への不適切な数値の
記載等が行われていた事実が判明し、2020年４月に当該事実を公表いたしました。これに伴い当社は、
客観的な視点から事実関係・発生原因を調査するため、外部の専門家から構成される特別調査委員会を
設置いたしました。これと並行して、社内対策本部が中心となり、有効な品質監査を担保するための組織
の見直しや人手が介在するプロセスを排除し不正を発生させない検査システムの構築等に着手し、信頼
回復に向けて適切な品質保証体制の構築に取り組んでおります。今後、同委員会の調査結果が提出された
ときには、これを踏まえて、コンプライアンス及び品質保証体制の一層の強化等の再発防止策を実施して
まいります。

(１) コンプライアンス
　当社は、コンプライアンスへの理解を深めるためCSRガイドブックを作成し、これを当社グループの全
役員及び従業員に配布するとともに、講義形式やeラーニング形式による定期的なコンプライアンス教育を
グループワイドで実施しております。また、毎年10月を企業倫理月間と定め、経営幹部を対象にした社外
講師によるコンプライアンス講義をはじめとした、コンプライアンス意識の醸成のためのさまざまな行事
を展開しております。
　当期は、CSRガイドブックを前期に改定した「日立金属グループ行動規範」に準拠させるとともに現在
の情勢に合致するように全面的に見直した新版を発行しました。また、コンプライアンスのさらなる徹底
を図るための継続的な取り組みとして、コンプライアンス全般に関する意識や法令遵守についてチェック
シートによる国内外従業員を対象とする自己点検を実施しております。

(２) リスク管理
　政治・経済・社会情勢の変化、為替変動、急速な技術革新、顧客ニーズの変化その他の事業リスクにつ
いて、各執行役が把握、分析及び対応策の検討を行うとともに、適宜、取締役会、監査委員会、経営会議
その他の会議における議論を通じて、その見直しを図っております。また、当社グループの各拠点は、コ
ンプライアンス、反社会的勢力、投資、財務、調達、環境、災害、品質、情報セキュリティ、輸出管理、
法務等に係る顕在化したリスク情報を、各業務担当部門等と速やかに共有する体制を構築するとともに、
コーポレートの各業務担当部門が、社内規則・ガイドライン等の制定、教育、啓発、事前チェック、業務
監査等を実施し、社内の関係業務担当部門と連携することによって、リスクの回避、予防及び管理を行っ
ております。さらに、BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）については、この策定のみなら
ず事業構造やリスクの変化に合わせて定期的・継続的にBCPを改善するBCM（Business Continuity 
Management：事業継続管理）を実践しております。
　当期は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として在宅勤務の実行のためのテレワーク環境の整
備・充実などの諸対策に取り組んでおります。また、災害発生時における安否確認システムの応答訓練を
継続的に実施し、大型台風などの災害時に活用しております。
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(３) 財務報告に係る内部統制の有効性評価
　当社は、推進体制として執行役を長とするインターナル・コントロール委員会を設置し、この事務局を
監査室に置いています。同事務局は、毎期、評価方針を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の整備・
運用状況を評価し、この結果をインターナル・コントロール委員会（当期は、５回開催）で審議し、必要
な指示を関連部門に行っております。また、インターナル・コントロール委員会での審議結果は、経営会
議及び監査委員会に報告しております。

(４) 内部監査
　当社グループの内部監査は、監査室が毎期の監査方針及び監査実施計画を策定し、これに基づき、概ね
３年サイクルで当社各事業所及び国内外の子会社の経営状況及び業務執行状況を監査するとともに、監査
委員会監査及び会計士監査と連携し、三様監査を推進しております（当期は、当社及び国内外子会社15社
について実施）。このほかに、執行役社長の特命等に基づいて、特別監査を実施することがあります。な
お、執行役社長及び監査委員会に対して、監査方針及び監査実施計画を事前に報告するとともに、概ね月
１回監査結果を報告し、関連事業部門の事業責任者やコーポレート部門各部に対して概ね月１回監査報告
会を開催し、業務執行の改善を要請しております。
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２ 連結持分変動計算書 （自 2019年４月１日　至 2020年３月31日） （単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 その他の
包括利益累計額

2019年４月１日 26,284 115,045 425,886 21,925
会計方針の変更による
累積的影響額 － － △607 －

会計方針の変更を反映した
期首残高 26,284 115,045 425,279 21,925

変動額
当期損失（△） － － △37,648 －
その他の包括利益 － － － △16,940
親会社株主に対する配当金 － － △12,827 －
非支配持分に対する配当金 － － － －
自己株式の取得 － － － －
自己株式の売却 － 0 － －
非支配持分との取引等 － 360 － －
利益剰余金への振替 － － 16 △16

変動額合計 － 360 △50,459 △16,956
2020年３月31日 26,284 115,405 374,820 4,969

自己株式 親会社株主
持分合計 非支配持分 資本の部合計

2019年４月１日 △1,161 587,979 7,232 595,211
会計方針の変更による
累積的影響額 － △607 － △607

会計方針の変更を反映した
期首残高 △1,161 587,372 7,232 594,604

変動額
当期損失（△） － △37,648 △1,890 △39,538
その他の包括利益 － △16,940 △326 △17,266
親会社株主に対する配当金 － △12,827 － △12,827
非支配持分に対する配当金 － － △22 △22
自己株式の取得 △4 △4 － △4
自己株式の売却 0 0 － 0
非支配持分との取引等 － 360 △2,454 △2,094
利益剰余金への振替 － － － －

変動額合計 △4 △67,059 △4,692 △71,751
2020年３月31日 △1,165 520,313 2,540 522,853
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３ 連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
1.　連結計算書類の作成基準

連結計算書類の作成にあたっては、会社計算規則第120条第1項に基づき国際財務報告基準（以下、「IFRS」
といいます。）に準拠して作成しております。
なお、同項後段の規定により、IFRSで要請されている記載及び注記の一部を省略しております。

2.　連結の範囲に関する事項
連結子会社の数　　　　　　　62社

主要な連結子会社の名称 日立金属商事㈱、Waupaca Foundry, Inc.、
Hitachi Metals America, Ltd.、
㈱日立金属ネオマテリアル、 Hitachi Metals（Thailand） Ltd.

（当連結会計年度における異動）
（増加） ０社
（減少）　１社

3.　持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社の数　　　　　　　10社

主要な持分法適用関連会社の名称　　住電日立ケーブル㈱、青山特殊鋼㈱
（当連結会計年度における異動）
（増加） ０社
（減少）　０社

4.　会計方針に関する事項
⑴重要な資産の評価基準及び評価方法
①金融資産の評価基準及び評価方法
IFRS第9号「金融商品」を適用しております。
償却原価で測定する金融資産
以下の要件を満たす金融資産を償却原価で測定する金融資産として分類しております。
・当社グループのビジネスモデルにおいて、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローを回収すること
　を目的として保有している場合
・契約条件が、特定された日に元本及び元本残高にかかる利息の支払いのみによるキャッシュ・フローを
　生じさせる場合
償却原価で測定する金融資産は、公正価値（直接帰属する取引費用を含む）で当初認識しております。当
初認識後は、実効金利法を用いて帳簿価額を算定しております。また、償却原価で測定する金融資産にか
かる利息発生額は連結損益計算書の受取利息に含めております。

FVTOCI金融資産
当社グループは、主に投資先との取引関係の維持、強化による収益基盤の拡大を目的として保有している
資本性金融資産をFVTOCI金融資産として分類しております。FVTOCI金融資産は公正価値で当初認識
し、それ以降も連結決算日の公正価値で測定しております。公正価値の変動は連結会計期間のその他の包
括利益として認識し、その累計額はその他の包括利益累計額に認識しております。ただし、FVTOCI金融
資産から生じる配当金については、明らかに投資の払い戻しの場合を除き、純損益として認識しておりま
す。
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FVTPL金融資産
FVTOCI金融資産として分類されない資本性金融資産及び償却原価で測定する金融資産に分類されない
負債性金融資産は、全てFVTPL金融資産に分類しております。FVTPL金融資産は、当初認識後、公正価
値で測定し、その公正価値の変動は純損益として認識しております。

金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は、
金融資産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が移転し、当該金融資産の所有に係るリ
スク及び便益を実質的にすべて移転する取引において、当該金融資産の認識を中止しております。

金融資産の減損
当社グループは、信用リスクが当初認識以降に著しく増大しているか否かに応じて貸倒引当金を評価して
おり、信用リスクが著しく増大している場合には、金融資産の予想残存期間の全期間の予想信用損失に等
しい金額で貸倒引当金を測定し、信用リスクが著しく増大していない場合には、期末日後12か月以内に生
じる予想信用損失に等しい金額で貸倒引当金を測定しております。ただし、売上債権、契約資産及びリー
ス債権については、常に全期間の予想信用損失に等しい金額で貸倒引当金を測定しております。信用リス
クの著しい増大の有無は、債務不履行発生のリスクの変化に基づいて判断しており、予想信用損失の変動
額は減損損失として純損益に認識しております。

デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替リスク、金利リスク及び原材料である銅の価格変動リスクをヘッジするために、先
物為替予約契約、金利スワップ契約及び銅先物取引といったデリバティブ商品を利用しております。これ
らのデリバティブはその保有目的、保有意思にかかわらず全て公正価値で計上しております。
当社グループが利用しているヘッジの会計処理は、下記のとおりであります。
・「公正価値ヘッジ」は、既に認識された資産又は負債もしくは未認識の確定契約の公正価値の変動に対
　するヘッジであり、ヘッジの効果が有効である限り、既に認識された資産又は負債もしくは未認識の確
　定契約とその関連するデリバティブの公正価値の変動は純損益で認識しております。
・「キャッシュ・フロー・ヘッジ」は、将来取引のヘッジ又は既に認識された資産又は負債に関連して発
　生する将来キャッシュ・フローの変動に対するヘッジであり、ヘッジの効果が有効である限り、キャッ
　シュ・フロー・ヘッジとして指定したデリバティブの公正価値の変動はその他の包括利益として認識し
　ております。この会計処理は、ヘッジ対象に指定された未認識の確定契約又は将来キャッシュ・フロー
　の変動を純損益に認識するまで継続し、その時点でデリバティブの公正価値の変動も純損益に含めてお
　ります。なお、ヘッジ対象に指定された予定取引により、非金融資産もしくは非金融負債が認識される
　場合、その他の包括利益として認識したデリバティブの公正価値の変動は、当該資産又は負債が認識さ
　れた時点で、当該資産又は負債の取得原価その他の帳簿価額に直接含めております。
当社グループは、IFRS第９号「金融商品」（2014年７月改訂）に定められるデリバティブを利用する目
的、その戦略を含むリスク管理方針を文書化しており、それに加えて、そのデリバティブがヘッジ対象の
公正価値又は将来キャッシュ・フローの変動の影響を相殺しているかどうかについて、ヘッジの開始時及
び開始後も引き続き、一定期間毎に評価を行っております。ヘッジの効果が有効でなくなった場合は、ヘ
ッジ会計を中止しております。
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②非金融資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い方の金額で評価しており、原価は、商品及び製品・
仕掛品については個別法又は総平均法により、原材料及び貯蔵品については移動平均法又は総平均法によ
っております。正味実現可能価額とは、通常の営業過程における見積売価から、完成までの見積原価及び
販売に要する見積費用を控除したものをいいます。

有形固定資産
有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を
控除した金額で表示しております。取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体、除去及び原状
回復費用を含めております。

のれん及びその他の無形資産
・のれん
のれんは取得原価から減損損失累計額を控除した金額で表示しております。
・無形資産（のれんを除く）
無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した
金額で表示しております。

非金融資産の減損
各資産について減損の兆候の有無の判定を行い、ある事象や状況の変化によりその帳簿価額が回収不可能
であるような兆候がある場合、減損テストを実施しております。耐用年数を確定できない無形資産及びの
れんについては、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年、主に第４四半期において、その資産の属する資
金生成単位ごとに回収可能価額を見積り、減損テストを実施しております。減損テストを実施する際には、
個々の資産は、そのキャッシュ・フローが相互に独立して識別可能な最小単位でグループ分けしておりま
す。
回収可能価額は、主に現在の市場価格又は当該資産の使用及び最終処分価値から期待される見積将来キャ
ッシュ・フローに基づく収益アプローチ（現在価値技法）により算定しております。資金生成単位に割り
当てられた資産の帳簿価額が回収可能価額を超える場合には、その資金生成単位に属する資産について減
損損失を認識しております。

のれん以外の資産に関しては、過年度に認識された減損損失について、その回収可能価額の算定に使用し
た前提事項に重要な変更が生じ、損失の減少又は消滅の可能性を示す兆候が認められる場合において、当
該資産又は資金生成単位を対象に回収可能価額の見積りを行い、算定した回収可能価額が資産又は資金生
成単位の帳簿価額を超える場合、過年度に減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳簿
価額を上限として、減損損失の戻し入れを行っております。
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⑵重要な資産の減価償却又は償却の方法及び見積耐用年数
有形固定資産
各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって、主として定額法で減価償却を行っております。主要な資産
項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。また、使用権資産は、リース開始日から使用権資産
の耐用年数の終了時またはリース期間の終了時のいずれか早い方までにわたって、定額法で減価償却を行
っております。

建物及び構築物　　　　　２年から60年
機械装置及び運搬具　　　２年から20年
工具、器具及び備品　　　２年から30年
使用権資産　　　　　　　２年から50年

なお、見積耐用年数及び減価償却方法等は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見
積りの変更として将来に向かって適用しております。

無形資産
耐用年数を確定できる無形資産については、それぞれの見積耐用年数にわたって、主として定額法で償却
を行っております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア　　　　　　　２年から10年
その他の無形資産　　　　　２年から20年

⑶重要な引当金の計上基準
当社グループは、過去の事象の結果として現在の債務（法的債務又は推定的債務）を負担しておりますが、
当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、かつ、当該債務の金額の合理的な見積
りが可能である場合に引当金を認識しております。
なお、債務の決済までの期間が長期となると想定され、貨幣の時間価値が重要な場合には、決済時に予測さ
れる支出額の現在価値により引当金を測定しております。現在価値の算出には、貨幣の時間的価値及び当該
債務に関連する固有のリスクを反映した税引前の割引率を利用しております。

①資産除去債務
当社グループが使用する工場設備や敷地等の賃貸借契約に付随する原状回復義務等、通常の使用に供する
固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務を有する場合には、主に過去の実績等に
基づき算出した将来支出の見積額に基づき資産除去債務を認識しております。

②環境対策引当金
当社グループは「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生
が見込まれるPCB廃棄物処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。
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⑷退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付を行うため、確定給付企業年金制度等の外部積立型の年金制度、
積立型及び非積立型の退職一時金制度を採用しており、確定給付制度債務の現在価値及び退職給付費用は予
測単位積増方式により算定しております。
確定給付資産又は負債の純額の再測定差額については、発生した期にその全額がその他の包括利益で認識さ
れております。また、過去勤務費用は直ちに純損益として認識しております。
確定給付資産又は負債の純額は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除して算定さ
れ、連結財政状態計算書で資産又は負債として認識しております。
また、当社及び一部の連結子会社は、確定拠出型の年金制度を採用しております。確定拠出型年金制度への
拠出は、従業員が役務を提供した期間に費用として認識しております。

⑸その他連結計算書類作成のための重要な事項
①重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建取引
外貨建取引は、取引日における直物為替相場又はそれに近似するレートにより当社グループの各機能通貨
に換算しております。期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に再
換算しております。当該換算及び決済により生じる換算差額は純損益として認識しております。

在外営業活動体の財務諸表の換算
在外営業活動体の資産・負債は決算日の為替相場により、収益及び費用項目は期中平均為替相場により円
換算しております。
この在外営業活動体の財務諸表の換算により発生する換算差額は、その他の包括利益に計上しております。

②消費税等の会計処理
顧客から預かり、税務当局に納付される消費税は、連結損益計算書上で売上収益、売上原価及び費用から
除外しております。

③連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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会計方針の変更に関する注記
　　IFRS第16号「リース」の適用

当社グループは、当連結会計年度の期首よりIFRS第16号「リース」（以下、「IFRS第16号」）を適用し
ております。IFRS第16号は、リースの認識、測定、表示及び開示の原則を定めており、借手は全てのリー
スを連結財政状態計算書に認識する単一のモデルにより会計処理する基準であります。
IFRS第16号の適用については、経過措置に準拠して遡及適用し、適用開始の累積的影響を当連結会計年度
の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。
当社グループのリースは、主に不動産の賃借であり、IFRS第16号の適用による当連結会計年度の期首にお
ける連結財政状態計算書に与える影響は、主に使用権資産を認識することによる資産の増加16,693百万
円、主にリース負債を認識することによる負債の増加17,300百万円及び利益剰余金期首残高の修正による
資本の減少607百万円であり、連結損益計算書に与える影響は軽微であります。

当社グループは、IFRS第16号の適用開始日において、過去にIAS第17号「リース」（以下、「IAS第17
号」）及びIFRIC第４号「契約にリースが含まれているか否かの判断」を適用して判断した契約にリース
が含まれているか否かについての見直しを要求されない実務上の便法を適用しております。また、従来
IAS第17号のもとでオペレーティング・リースに分類していたリースにIFRS第16号を適用する際に、主に
以下の実務上の便法を適用しております。

・適用開始日から12か月以内にリース期間が終了するリースについて、短期リースと同じ方法で会計処理
・延長または解約するオプションが含まれている契約のリース期間を算定する際に事後的判断を使用

当連結会計年度の期首に連結財政状態計算書で認識されているリース負債に適用している借手の追加借入
利子率の加重平均は1.53％であります。
なお、2019年３月31日時点でIAS第17号を適用した解約不能オペレーティング・リース契約に基づく最
低リース料総額とIFRS第16号適用時に認識したリース負債の差額は16,359百万円です。これは主に、リ
ース期間に含めた延長オプション及び解約オプションの対象期間の見直し影響によるものであります。
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連結財政状態計算書に関する注記
1.　有形固定資産に係る減価償却累計額及び減損損失累計額 861,598百万円

2.　保証債務等
⑴保証債務
連結子会社以外の会社等の金融機関借入金に対し、債務保証を行っております。
保証先
従業員（住宅融資等） 77百万円
日本エアロフォージ㈱ 2,646百万円

計 2,723百万円

⑵その他
当社及び子会社において製造する特殊鋼製品並びに磁性材料製品（フェライト磁石及び希土類磁石）の一部
について、顧客に提出する検査成績書に不適切な数値の記載が行われていた等の事実が判明しました。当社
は、顧客に対し個別に不適切行為を報告し、対応について協議を続けるとともに、事実関係・発生原因を調
査するため特別調査委員会を設置しました。今後、特別調査委員会の調査等の結果によっては、将来の財政
状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積もることが困
難なため、当連結会計年度の連結計算書類には反映しておりません。

連結損益計算書に関する注記
1.　その他の収益の内容

固定資産売却益 4,900百万円
固定資産賃借料 1,179百万円
その他 2,520百万円
　計 8,599百万円

2.　その他の費用の内容
事業構造改革関連費用 5,460百万円
固定資産の減損 49,179百万円
その他 7,469百万円
　計 62,108百万円

　　当連結会計年度において認識した減損損失の主な内容は、磁性材料・パワーエレクトロニクスセグメントの
　　主に希土類磁石事業の事業環境の変化に伴い磁性材料事業の収益性が低下したことによる減損損失42,581
　　百万円であります。有形固定資産（主に機械装置）の減損損失は22,479百万円、のれん及び無形資産の減損
　　損失は20,102百万円であり、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額したものであります。回収可能価
　　額は使用価値に基づき測定しており、減損損失を認識した第２四半期連結会計期間末時点で106,313百万円
　　と評価しております。当該使用価値は、将来キャッシュ・フローを税引前加重平均資本コスト9.6％により
　　現在価値に割り引いて算定しております。
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連結持分変動計算書に関する注記
1.　当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 428,904,352株

2.　当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
⑴配当金支払額等

決議 株式の種類
配当金の

総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
　配当額　

（円）
基準日 効力発生日

2019年５月27日
取締役会 普通株式 7,269 利益剰余金 17.0 2019年３月31日 2019年５月29日

2019年10月29日
取締役会 普通株式 5,558 利益剰余金 13.0 2019年９月30日 2019年11月29日

⑵基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の

総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
　配当額　

（円）
基準日 効力発生日

2020年５月27日
取締役会 普通株式 5,558 利益剰余金 13.0 2020年３月31日 2020年６月30日
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金融商品に関する注記
1.　金融商品の状況に関する事項

⑴リスク管理方針
①金利リスク
当社グループは、主に長期性負債に関連する金利変動リスクにさらされており、この変動の影響を最小化
するため、主に金利スワップ契約を締結してキャッシュ・フローの変動を管理しております。金利スワッ
プ契約は受取変動・支払固定の契約であり、借入金等の長期性負債の変動金利支払分を受取り、固定金利
を支払うことによって、変動金利の長期性負債を固定金利の長期性負債としております。

②為替リスク
当社グループは、外国為替相場の変動リスクにさらされている資産又は負債を保有しており、外国為替相
場の変動リスクをヘッジするために、先物為替予約契約を利用しております。
販売及び仕入に係る為替変動リスクについては、毎月通貨毎に将来キャッシュ・フローの純額を決済期日
毎に測定し、この一定割合に対して主に先物為替予約契約を締結することにより、外貨建債権債務及び外
貨建予定取引から発生する将来キャッシュ・フローを固定化しております。先物為替予約の期間は、概ね
1年以内であります。
先物為替予約契約とヘッジ対象とのヘッジ関係は高度に有効であり、ヘッジ対象外貨建資産・負債の為替
相場の変動の影響を相殺しております。

③信用リスク
信用リスクとは、金融商品又は顧客との契約の下で、相手方の契約不履行により、財務上の損失を被るリ
スクであります。当社グループは、営業活動から生じる信用リスク（主に売上債権）と、金融機関への預
金、為替取引及びその他の金融商品を含めた財務活動から生じる信用リスクにさらされております。当社
グループの取引相手及び取引地域は広範囲にわたっており、重要な信用リスクの集中は発生しておりませ
ん。また、当社グループでは、取引対象商品及び取引先の財政状態や格付けの状況等、信用リスクを定期
的に調査し信用リスクに応じた取引限度額を設定しております。

④流動性リスク
当社グループは、現在及び将来の事業活動のための適切な水準の流動性の維持及び機動的・効率的な資金
の確保を財務活動の重要な方針としております。当社グループは、運転資金の効率的な管理を通じて、事
業活動における資本効率の最適化を図るとともに、当社グループ内の資金の管理を当社に集中させること
を推進しており、当社グループ内の資金管理の効率改善に努めております。

⑵金融商品の公正価値等に関する事項についての補足説明
「2.　金融商品の公正価値等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その
金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.　金融商品の公正価値等に関する事項
当連結会計年度末日における連結財政状態計算書計上額及び公正価値は次のとおりであります。

（単位：百万円）
帳簿価額 公正価値

現金及び現金同等物 42,353 42,353
売上債権 157,732 157,732
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（単位：百万円）
帳簿価額 公正価値

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（FVTPL）
流動

デリバティブ
　プット・オプション 6,061 6,061

非流動
有価証券 1,883 1,883

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（FVTOCI）
非流動

有価証券（*1） 9,131 9,131
償却原価で測定する金融資産

流動
短期貸付金 13 13
償還期長期債権
　一年以内返済予定の長期貸付金 2 2

非流動
　　 その他の負債性金融資産 1,368 1,368

長期貸付金 637 637
買入債務 126,640 126,640

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債（FVTPL）
流動

デリバティブ
　金利スワップ契約 101 101

非流動
デリバティブ
　金利スワップ契約 77 77

償却原価で測定する金融負債
流動

短期借入金 53,048 53,048
償還期長期債務
　１年内返済予定の長期借入金 47,507 47,621
　１年内償還予定の社債 20 20
　リース負債（*2） 3,726 3,726
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（単位：百万円）
帳簿価額 公正価値

非流動
長期債務
　長期借入金 30,346 30,513
　社債 39,892 40,018
　リース負債（*2） 13,047 13,047

（*1）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する有価証券は、資本性金融資産であります。

（*2）リース負債の公正価値は、財政状態計算書における重要性が無いため、最低リース料残高に対して当初認識時のリ
ース計算利子率等で割引いた現在価値により算定しております。よって、公正価値は当該帳簿価額によっております。

（注）金融商品の公正価値の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

①現金及び現金同等物、売上債権、短期貸付金、短期借入金、買入債務
満期までの期間が短いため、連結財政状態計算書計上額は見積公正価値と近似しております。

②長期貸付金
同様の貸付形態での追加貸付に係る利率を使用した将来キャッシュ・フローの現在価値を見積公正価値としておりま
す。

③長期債務・償還期長期債務
当該負債の市場価格、又は同様の契約条項での市場金利を使用した将来のキャッシュ・フローの現在価値を見積公正価
値としております。

④有価証券及びその他の金融資産（長期貸付金を除く）、その他の金融負債
当初認識後に経常的に公正価値で測定する金融商品は、測定に用いた指標の観察可能性及び重要性に応じて、公正価値
ヒエラルキーの３つのレベルに分類しております。当該分類において、公正価値ヒエラルキーは以下のように定義して
おります。

レベル１
同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により測定した公正価値

レベル２
レベル１以外の直接又は間接的に観察可能な指標を使用して測定した公正価値

レベル３
重要な観察可能でない指標を使用して測定した公正価値

公正価値に複数の指標を使用している場合には、その公正価値測定の全体において重要な最も低いレベルの指標に基づ
いて公正価値のレベルを決定しております。公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期の期首時点で発生し
たものとして認識しております。
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有価証券
市場価格で公正価値を測定できる有価証券は、レベル１に分類されております。レベル１の有価証券には上場株式、
国債等の負債性証券、上場投資信託等が含まれております。
有価証券の活発な市場が存在しない場合、類似の有価証券の市場価格及び同一又は類似の有価証券に対する投げ売り
でない市場価格、観測可能な金利及び利回り曲線、クレジット・スプレッド又はデフォルト率を含むその他関連情報
によって公正価値を決定しております。これらの投資はレベル２に分類されます。レベル２の有価証券には、短期投
資と相対で取引される上場株式等が含まれます。
非上場株式等、金融商品の公正価値を測定するための重要な指標が観測不能である場合、これらの投資はレベル３に
分類されます。当社グループは、金融機関により提供された価格情報を用いてこれらの投資を評価しており、提供さ
れた価格情報は、独自の評価モデルを用いた収益アプローチあるいは類似金融商品の価格との比較といった市場アプ
ローチにより検証しております。

デリバティブ
投げ売りでない市場価格、活発でない市場での価格、観測可能な金利及び利回り曲線や外国為替及び商品の先物及び
スポット価格を用いたモデルに基づき測定するデリバティブは、レベル２に分類されております。レベル２に分類さ
れるデリバティブには、主として金利スワップ、外国為替及び商品の先物が含まれております。金融商品の公正価値
を測定するための重要な指標が観測不能である場合、これらのデリバティブはレベル３に分類されます。当社グルー
プは、金融機関により提供された価格情報等を用いてこれらのデリバティブを評価しており、提供された価格情報等
は、独自の評価モデルを用いた収益アプローチあるいは類似金融商品の価格との比較といった市場アプローチにより
検証しております。

償却原価で測定する金融資産及び金融負債
償却原価で測定する金融資産及び金融負債の見積公正価値は、主にレベル２及びレベル３に分類されております。

１株当たり情報に関する注記
1.　１株当たり親会社株主持分 1,216円92銭

2.　親会社株主に帰属する基本的１株当たり当期損失（△） △88円05銭

追加情報の注記
　当連結会計年度において、非金融資産の減損テストや、繰延税金資産の実現可能性の評価等の、将来キャッシ
　ュ・フロー及び将来課税所得の見積りを要する会計処理に際して、当社グループは、グローバルに幅広い事業
　活動を行っているため、セグメントや地域により状況は異なるものの、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
　い現在生じている国内外の経済活動の停滞は、中長期的には回復すると仮定しております。
　当社は、当該仮定は当連結会計年度末時点における最善の見積りであると判断していますが、想定以上に影響
　が長期化あるいは拡大した場合には、非金融資産や繰延税金資産の実現可能性の評価等の、重要な会計上の見
　積り及び判断に影響を及ぼす可能性があります。
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４ 株主資本等変動計算書 （自 2019年４月１日　至 2020年３月31日） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

固定資産
圧縮

積立金
別途

積立金
繰越
利益

剰余金
当期首残高 26,284 36,699 91,777 128,476 6,571 193 1,214 44,580 173,496 226,054
当期変動額

特別償却準備金の積立 36 △ 36 －
特別償却準備金の取崩 △ 64 64 －
固定資産圧縮積立金の取崩 △ 19 19 －
剰余金の配当 △ 12,827 △ 12,827
当期純損失（△） △ 18,622 △ 18,622
自己株式の取得
自己株式の処分 0 0
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 0 0 － △ 28 △ 19 － △ 31,402 △ 31,449
当期末残高 26,284 36,699 91,777 128,476 6,571 165 1,195 44,580 142,094 194,605

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ

損益
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △ 1,157 379,657 △ 23 4 △ 19 379,638
当期変動額

特別償却準備金の積立 － －
特別償却準備金の取崩 － －
固定資産圧縮積立金の取崩 － －
剰余金の配当 △ 12,827 △ 12,827
当期純損失（△） △ 18,622 △ 18,622
自己株式の取得 △ 4 △ 4 △ 4
自己株式の処分 0 0 0
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） △ 54 △ 4 △ 58 △ 58

当期変動額合計 △ 4 △ 31,453 △ 54 △ 4 △ 58 △ 31,511
当期末残高 △ 1,161 348,204 △ 77 0 △ 77 348,127
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５ 個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
1.1.資産の評価基準及び評価方法

⑴有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの…………………期末決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………………移動平均法による原価法
⑵デリバティブの評価基準及び評価方法…………時価法
⑶たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
原価法により評価しております。（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

商品及び製品、仕掛品…………個別法又は総平均法
原材料及び貯蔵品………………移動平均法又は総平均法

1.2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産………………………定額法
（リース資産を除く）

無形固定資産………………………定額法
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法
リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
1.3.引当金の計上基準

⑴貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

⑵投資損失引当金
関係会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案して必要額を計上しておりま
す。

⑶役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。
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⑷退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。
なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した
額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により翌事業
年度から費用処理しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数による定額法又は発生年度に費用処理する方法により費用処理しております。

⑸環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が見込まれる
PCB廃棄物の処理費用に充てるため、その所要見込額を計上しております。

1.4.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法………………原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件
を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……………………金利スワップ、為替予約
ヘッジ対象……………………借入金の利息、外貨建金銭債権債務等

ヘッジ方針………………………ヘッジ対象の範囲内で為替、金利変動リスクをヘッジしております。
ヘッジ有効性評価の方法………ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段

のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半年毎に比較し、両者
の変動額等を基礎にしてヘッジの有効性を評価しております。ただし、
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略し
ております。

⑵消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

⑶連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

⑷のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、個々の投資毎に投資効果の発現する期間を見積り、計上後20年以内の期間で
均等償却しております。
2006年度に公開買付けにより株式を追加取得した㈱NEOMAX株式に係るのれんについては、20年で
均等償却しております。その他ののれんについては、５年で均等償却しております。
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２．貸借対照表に関する注記
⑴有形固定資産減価償却累計額 430,205百万円
⑵保証債務等
　・保証債務 2,723百万円

・その他
当社及び子会社において製造する特殊鋼製品並びに磁性材料製品（フェライト磁石及び希土類磁石）の
一部について、顧客に提出する検査成績書に不適切な数値の記載が行われていた等の事実が判明しまし
た。当社は、顧客に対し個別に不適切行為を報告し、対応について協議を続けるとともに、事実関係・
発生原因を調査するため特別調査委員会を設置しました。今後、特別調査委員会の調査等の結果によっ
ては、将来の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理
的に見積もることが困難なため、当事業年度の計算書類には反映しておりません。

⑶関係会社に対する金銭債権・金銭債務
金銭債権 売掛金 53,653百万円

未収入金 31,727百万円
短期貸付金 27,170百万円
関係会社長期貸付金 9,528百万円

金銭債務 買掛金 17,917百万円
未払金 6,349百万円
短期借入金 28,658百万円

３．損益計算書に関する注記
⑴関係会社との取引

営業取引 売上高 237,753百万円
仕入高 198,467百万円

営業取引以外の取引高 19,613百万円
⑵減損損失

当事業年度において認識した減損損失の主な内容は、磁性材料・パワーエレクトロニクスセグメントの、
主に希土類磁石事業の事業環境の変化に伴い磁性材料事業の収益性が低下したことによる減損損失
15,867百万円であります。有形固定資産（主に機械装置）の減損損失は15,804百万円、無形固定資産の
減損損失は63百万円であり、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減損したものであります。回収可能
価額は使用価値に基づき測定しており、減損損失を認識した第２四半期会計期間末時点で20,753百万円と
評価しております。当該使用価値は、将来キャッシュ・フローを税引前加重平均資本コスト9.6%により現
在価値に割り引いて算定しております。

⑶事業構造改善費用
事業構造改善費用（2,764百万円）は、緊急業績対策として実施した従業員を対象とした早期退職による
特別退職金等であります。

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式数 普通株式 1,337,583株
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５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払賞与 1,392
貸倒引当金 1,460
退職給付引当金 8,008
退職給付信託設定額 1,913
減損損失 856
減価償却超過額 11,078
原価差額調整額 619
投資有価証券評価損 3,715
有価証券売却損益 5,490
繰越欠損金 538
その他 4,702

繰延税金資産　小計 39,771百万円
評価性引当額 △14,197
繰延税金資産　合計 25,574百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △772
特別償却準備金 △72
前払年金費用 △1,507
土地評価益 △1,270
子会社株式 △676
その他 △136

繰延税金負債　合計 △4,433百万円

繰延税金資産の純額 21,141百万円

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計）
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告
第39号2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第28号2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につ
いて、改正前の税法の規定に基づいております。

６．リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している固定資産として、特殊鋼製品、磁性
材料・パワーエレクトロニクス、素形材製品、電線材料等の製造設備の一部があります。
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７．関連当事者との取引に関する注記
7.1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種　類 会 社 等
の 名 称 住　所

資本金
又　は
出資金
(百万円)

事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額
(百万円) 科　目 期末残高

(百万円)

親会社 ㈱日立
製作所

東 京 都
千代田区 459,863

電気機器
の 製 造
及び販売

直接
53.0

間接
0.5

製品の継続的売買
役務の提供
技術の提供
金銭消費貸借
役員の兼任

日立グループ・
プーリング制度
に よ る 借 入
(注１、２)

返　済
6,541

（注３）
短 期
借 入 金 1,183

（注１）2001年10月より資金の集中管理を目的とした日立グループ・プーリング制度に加入しており、期末残高はその時点での借入金を表して
おります。

（注２）資金の融通の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
（注３）資金の融通は日々行われており、取引金額は前期末時点との差引き金額を表しております。

(イ)子会社及び関連会社等

種　類 会 社 等
の 名 称 住　所

資 本 金
又 　 は
出 資 金
(百万円)

事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額
(百万円) 科　目 期末残高

(百万円)

子会社 日立金属
商事㈱

東京都
港区 350 各種製品の販売 直接

100.0
製品の販売
製品の仕入
役員の派遣

製品の販売
（注１） 75,929 売掛金 20,942

当社プーリン
グ制度による
貸付、借入

（注２、３）

返　済
1,538
借　入
8,248

（注４）

短　期
借入金 8,248

子会社 東日京三
電線㈱

茨城県
石岡市 3,569 電線材料 直接

100.0
製品の販売
製品の仕入
役員の派遣

当社プーリン
グ制度による

借入
（注２、３）

借　入
2,567

（注４）
短　期
借入金 11,391

子会社 ㈱日立金属ネ
オマテリアル

大阪府
吹田市 400 特殊鋼製品 直接

100.0

製品の販売
製品の仕入
役員の派遣

材料等の代理購買他

製品の仕入
（注１） 57,371 買掛金 5,508

材料の代理購買他
（注１） 40,181 未収入金 15,819

子会社
Hitachi 
Metals

America, Ltd.

米国
ニュー
ヨーク

千US $
92,000

各種製品の販売
地域統括会社

直接
100.0

製品の販売
製品の仕入
役員の兼任

資金の貸付
（注３）

返　済
11,423

短　期
貸付金 10,883

長　期
貸付金 5,442

（注１）製品の販売及び仕入、材料等の代理購買については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
（注２）1999年６月より当社グループの資金集中管理を目的としたプーリング制度を開始しており、期末残高はその時点での借入金を表してお

ります。
（注３）資金の融通の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
（注４）資金の融通は日々行われており、取引金額は前期末時点との差引き金額を表しております。
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7.2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
㈱日立製作所（㈱東京証券取引所、㈱名古屋証券取引所に上場）

８．１株当たり情報に関する注記
⑴１株当たり純資産額 814円20銭

１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
貸借対照表の純資産の部の合計額 348,127百万円
普通株式に係る純資産額 348,127百万円
普通株式の期末発行済株式数 428,904,352株
普通株式の自己株式数 1,337,583株
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 427,566,769株

⑵１株当たり当期純損失金額 △43円55銭
１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
損益計算書上の当期純損失金額 △18,622百万円
普通株主に帰属しない金額 －百万円
普通株式に係る当期純損失金額 △18,622百万円
普通株式の期中平均株式数 427,568,334株

９．追加情報の注記
　　当事業年度において、固定資産の減損や、繰延税金資産の回収可能性の評価等の、将来キャッシュ・フロー
　　及び将来課税所得の見積りを要する会計処理に際して、当社は、グローバルに幅広い事業活動を行っている
　　ため、セグメントや地域により状況は異なるものの、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い現在生じてい
　　る国内外の経済活動の停滞は、中長期的には回復すると仮定しております。
　　当社は、当該仮定は当事業年度末時点における最善の見積りであると判断していますが、想定以上に影響が
　　長期化あるいは拡大した場合には、固定資産や繰延税金資産の回収可能性の評価等の、重要な会計上の見積
　　り及び判断に影響を及ぼす可能性があります。
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